
条例案の概要
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〔承第１号〕 

   美濃加茂市職員の特殊勤務手当に関する条例及び美濃加茂市職員の旅費に関

する条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１頁】 

◎ 改正の概要 

異常な自然現象等により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある

現場において災害応急作業等に従事した職員に対し、災害応急作業等手当を

支給し、また、被災地方公共団体の要請等に基づき派遣され、災害応急作業等

に従事した職員に対し、日当を支給できるよう、条例を改正するものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正 

〇 種類の改正（第２条関係） 

「災害対策業務手当」を「災害応急作業等手当」に改めます。 

〇 災害応急作業等手当について（第６条関係） 

市長の命を受け、異常な自然現象等により重大な災害が発生し、又は発生

するおそれがある現場において災害応急作業等に従事した職員に対し、勤

務１日につき１，０００円を支給します。 

第２条 美濃加茂市職員の旅費に関する条例の一部改正 

 〇 日当の支給（第１５条関係） 

被災地方公共団体の要請等に基づき派遣され、災害応急作業等に従事し

た職員に対し、日当を支給します。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美濃加茂市職員の特殊勤務

手当に関する条例及び美濃加茂市職員の旅費に関する条例の規定は、令和

６年１月１日から適用します。 
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〔議第１号〕 

   美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について 

【議案書：２４頁】 

◎ 改正の概要 

美濃加茂市少年補導委員規則（令和６年美濃加茂市規則第７号）に定める少

年補導委員について、活動時の事故等に対する補償を確保し、同じく青少年の

健全育成活動をする青少年育成推進委員と活動に対する報酬等を統一するた

め、所要の改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

○ 少年補導委員の追加（別表関係） 

別表に少年補導委員を追加します。 

区分 少年補導委員 

根拠となる法律、条例

等 

美濃加茂市少年補導委員規則 

報酬の額 年額 ２５，０００円 

費用弁償 美濃加茂市職員の旅費に関する条例（昭和６３

年美濃加茂市条例第１号）に規定する一般職の

職員の旅費に相当する額 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 
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〔議第２号〕 

美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

【議案書：２６頁】

◎ 改正の概要 

当市における待機児童対策のさらなる強化及び未満児保育の需要増加に対

応するため、新たに美濃加茂市下米田保育園地内に民間事業者による新認定こ

ども園を開設します。それに伴い、同保育園を廃止するため、所要の改正を行

うものです。 

◎ 改正の主な内容 

○ 保育園の廃止（第３条関係）

第３条に規定する表中から下米田保育園に関する記載を削ります。

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和８年４月１日から施行します。
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〔議第３号〕    

   美濃加茂市福祉型児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について 

【議案書：２７頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第

６６号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

条例改正に影響

する条 

第４３条 

〇 条例改正趣旨

   児童福祉法等の一部を改正する法律が令和４年６月１５日に公布され、

福祉型児童発達支援と医療型児童発達支援が児童発達支援に一元化された

ことに伴い、所要の改正を行うものです。また、事業利用者の保護者が負担

すべき利用料等について、規定を追加するものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 題名等の変更（題名及び第１条関係） 

「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」に改めるた

め、題名等を改正するものです。 

 〇 新規の項追加に伴う項ずれの解消（第４条関係） 

 新たな項が追加されたことにより発生した項ずれを解消するために「第

５条第１６項」を「第５条第１８項」に改めます。 

 〇 利用料等について（第８条関係） 

児童発達支援事業又は保育所等訪問支援事業の利用者の保護者は、内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の額の利用料を負担しなければ

ならないものとします。ただし、市による通所受給者証の交付を受けている

場合は、通所受給者証の給付決定支給量の範囲において負担を要しないも

のとします。

   食事代等保護者に負担させることが適当と認められる費用について、当

該保護者からその費用を徴収することができることとします。 

〇 減免について（第９条関係）

   必要があると認めたときは、利用料等を減免することができることとし
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ます。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 
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〔議第４号〕

美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

【議案書：３０頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 ○全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する

ための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年

法律第３１号） 

○国民健康保険法施行令の一部を改正する政令（令和６

年政令第１７号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 ○健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

○国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

○国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）

条例改正に影響

する条 

健康保険法附則第４条の３ 

国民健康保険法附則第６条から第２１条の５まで 

国民健康保険法施行令第２９条の３、第２９条の４の３

及び第２９条の７ 

〇 条例改正趣旨 

  全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等

の一部を改正する法律が令和５年５月１９日に公布され、令和６年４月から

退職者医療制度が廃止されることを踏まえて、所要の改正を行うものです。

  あわせて、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が令和６年１月２

６日に公布され、国民健康保険料の賦課限度額、軽減判定所得基準が引き上

げられたことに伴い、所要の改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 退職被保険者等に係る保険料規定の削除（第１１条、第１２条、第１３条、

第１５条、第１６条、第１７条、第１９条、第１９条の２、第２０条から

第２０条の４まで、第２０条の６から第２０条の１１まで、第２１条、第

２９条、第３２条、第３２条の３及び第３２条の４関係）

退職被保険者等に係る保険料について規定した条項等を削除します。 

〇 賦課限度額の引上げ（第２０条の１２、第３２条及び第３２条の４関係）

国民健康保険の保険料の後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を

現行の２２万円から２４万円に引き上げます。 
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所得の高い世帯の負担が増え、中間所得層の世帯の負担増加を抑えること

になります。 

〇 軽減判定所得基準（第３２条関係） 

   低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判

定基準について、５割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を２９

万円から２９万５千円に、２割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金

額を５３万５千円から５４万５千円に引き上げます。 

   軽減に該当する世帯が増えるため、所得の低い世帯の負担が減ることにな

ります。 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

〇 経過措置（第２項） 

改正後の美濃加茂市国民健康保険条例の規定は、令和６年度以後の保険料

から適用し、令和５年度までの保険料は従前の例によるものとします。 
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〔議第５号〕 

美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 【議案書：５０頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令

第１３号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「施

行令」という。） 

条例改正に影響

する条 

第３９条

〇 条例改正趣旨

保険料は、３年間の計画期間ごとに算定することとされており、令和６年

度から令和８年度までの第９期介護保険事業計画期間における所得段階別

保険料を設定するものです。 

また、施行令の改正により基準所得金額が変更されることに伴い、所要の

改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 所得段階別保険料の設定（第２条関係）

保険料の基準額である第５段階の保険料年額は据え置きますが、高所得者

の負担が増え、低所得者の負担増加を抑えることになります。

所得段階
保険料年額

改正前 改正後 差額

第１段階 ２０，１６０円 １９，１５０円 △１，０１０円

第２段階 ３３，６００円 ３２，５９０円 △１，０１０円

第３段階 ４７，０４０円 ４６，０３０円 △１，０１０円

（略）

第１０段階 １１７，６００円 １２７，６８０円 １０，０８０円

第１１段階 １２７，６８０円 １４１，１２０円 １３，４４０円

第１２段階 １３４，４００円 １５４，５６０円 ２０，１６０円

第１３段階 １４１，１２０円 １６１，２８０円 ２０，１６０円

第１４段階 １５４，５６０円 １６８，０００円 １３，４４０円

第１５段階 １６８，０００円 １７４，７２０円 ６，７２０円
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（略）

   ※第１段階から第３段階までについては、軽減後の額で記載 

〇 介護保険料の所得段階のうち、第９段階から第１３段階までの境目とな

る基準所得金額の変更（第２条関係）

所得段階 基準所得金額

第９段階と第１０段階
改正前 ４００万円

改正後 ４２０万円

第１０段階と第１１段階
改正前 ５００万円

改正後 ５２０万円

第１１段階と第１２段階
改正前 ６００万円

改正後 ６２０万円

第１２段階と第１３段階
改正前 ７００万円

改正後 ７２０万円

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

〇 経過措置（第２項） 

改正後の美濃加茂市介護保険条例の規定は、令和６年度以後の保険料から

適用し、令和５年度までの保険料は従前の例によるものとします。 
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〔議第６号〕 

美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

【議案書：５４頁】

◎ 改正の概要 

 ○ 法令改正情報 

公布された法令 ○全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する

ための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年

法律第３１号） 

○全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する

ための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に

伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（令和

６年厚生労働省令第４号） 

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準等の一部を改正する省令（令和６年厚生労働

省令第１６号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 ○介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

○介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

○指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号） 

条例改正に影響

する条 

介護保険法第８条第２３項 

介護保険法施行規則第１７条の１２ 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準第３条の４、第３条の５、第３条の２２、第

３条の３２、第３条の４０、第６条、第７条、第１０条、

第１７条、第２１条、第２６条、第３６条、第４０条の

２、第４０条の８、第４０条の１５、第４３条、第４６

条、第４７条、第５１条、第６０条、第６３条、第６４

条、第７３条、第８６条の２、第８７条、第９１条、第

１０１条、第１０５条、第１０７条、第１０８条、第１

１０条、第１１１条、第１２７条、第１２８条、第１２

９条、第１３１条、第１４５条の２、第１４６条、第１

５２条、第１５６条、第１５７条、第１６７条、第１６

９条、第１７１条、第１７２条、第１７７条、第１８１
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条及び第１８２条 

○ 条例改正趣旨 

介護保険法、介護保険法施行規則及び指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行

うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 身体的拘束等の適切な取扱い（第２４条、第４２条、第５１条、第５８

条、第５９条の９、第５９条の１９、第５９条の３０、第５９条の３７、第

７０条、第７９条、第９２条及び第１９７条関係） 

利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならないこと、身体的拘束等を行う場合には、その状

況や理由等を記録しなければならないこと及び身体的拘束等の適正化を図

るための措置を講ずることを義務付けるものです。 

○ 重要事項のウェブサイトへの掲載（第３４条関係） 

原則として、重要事項のウェブサイトへの掲載を義務付けるものです。 

 ○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減方策検

討委員会の設置（第１０６条の２、第１２８条、第１４９条、第１７７条、

第１８９条及び第２０２条関係） 

介護サービス事業所において、利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担を軽減するための方策を検討する委員会を定期的に開

催することを義務付けるものです。 

〇 協力医療機関等との連携強化（第１２５条、第１４７条、第１６５条の

２及び第１７２条関係）

  利用者の病状が急変した場合等に医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を常時確保しており、事業所が診療を求めた場合に診療を行う体制を常

時確保している協力医療機関を定めるよう努めること及び事業所と協力医

療機関とが新興感染症の発生時等の対応について協議すること等を定める

ものです。 

◎ 施行期日等（附則） 

○ 施行期日（第１項） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

○ 重要事項の掲示に係る経過措置（第２項） 

重要事項のウェブサイトへの掲載については、令和６年４月１日から令

和７年３月３１日までの間は、義務としません。

- 11 -



○ 身体的拘束等の適正化に係る経過措置（第３項） 

身体的拘束等の適正化については、令和６年４月１日から令和７年３月

３１日までの間は、努力義務とします。 

○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減方策検

討委員会の設置に係る経過措置（第４項） 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減方策検

討委員会の設置については、令和６年４月１日から令和９年３月３１日ま

での間は、努力義務とします。 

○ 協力医療機関との連携に係る経過措置（第５項） 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における協力医療機関との

連携については、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの間は、努

力義務とします。 
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〔議第７号〕 

美濃加茂市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

【議案書：９１頁】

◎ 改正の概要 

 ○ 法令改正情報 

公布された法令 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準等の一部を改正する省令（令和６年厚生労働

省令第１６号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第３６号） 

条例改正に影響

する条 

第６条、第９条、第１０条、第３２条、第４０条、第４

２条、第４４条、第４５条、第５３条、第６２条の２、

第６３条、第７１条、第７８条、第８２条、第８４条及

び第８５条 

○ 条例改正趣旨 

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

○ 重要事項のウェブサイトへの掲載（第３２条関係） 

原則として、重要事項のウェブサイトへの掲載を義務付けるものです。 

 〇 身体的拘束等の適切な取扱い（第４０条、第４２条及び第５３条関係）

利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならないこと、身体的拘束等を行う場合には、その

状況や理由等を記録しなければならないこと及び身体的拘束等の適正化を

図るための措置を講ずることを義務付けるものです。 

○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減方策検

討委員会の設置（第６３条の２及び第８６条関係） 

介護サービス事業所において、利用者の安全並びに介護サービスの質の
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確保及び職員の負担を軽減するための方策を検討する委員会を定期的に開

催することを義務付けるものです。 

〇 協力医療機関等との連携強化（第８３条関係） 

   利用者の病状が急変した場合等に医師又は看護職員が相談対応を行う体

制や事業所が診療を求めた場合に診療を行う体制を常時確保している協力

医療機関を定めるよう努めることや、事業所と協力医療機関とが新興感染

症の発生時等の対応について協議すること等を定めるものです。 

◎ 施行期日等（附則） 

○ 施行期日（第１項） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

○ 重要事項の掲示に係る経過措置（第２項） 

重要事項のウェブサイトへの掲載については、令和６年４月１日から令

和７年３月３１日までの間は、義務としません。 

○ 身体的拘束等の適正化に係る経過措置（第３項） 

身体的拘束等の適正化については、令和６年４月１日から令和７年３月

３１日までの間は、努力義務とします。

○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減方策検

討委員会の設置に係る経過措置（第４項）

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減方策検

討委員会の設置については、令和６年４月１日から令和９年３月３１日ま

での間は、努力義務とします。 

- 14 -



〔議第８号〕 

美濃加茂市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

【議案書：１０３頁】

◎ 改正の概要 

○ 法改正情報 

公布された法令 ○全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する

ための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年

法律第３１号） 

○全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する

ための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に

伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（令和

６年厚生労働省令第４号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 ○介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

○介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

条例改正に影響

する条 

介護保険法第８条第２３項 

介護保険法施行規則第１７条の１２ 

○ 条例改正趣旨 

介護保険法及び介護保険法施行規則が改正されたことに伴い、所要の改

正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 引用する条項の改正（第３条関係） 

引用する条項を「介護保険法施行規則第１７条の１２」から「介護保険法

第８条第２３項第１号」に改めます。 

◎ 施行期日等（附則） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 
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〔議第９号〕 

美濃加茂市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について 

【議案書：１０４頁】

◎ 改正の概要 

 ○ 法令改正情報 

公布された法令 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令

第１６号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７

号） 

条例改正に影響

する条 

第２条、第３条、第４条、第１０条、第１２条、第２１

条、第２８条及び第３０条 

○ 条例改正趣旨

   指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたこと

に伴い、所要の改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

 ○ 指定居宅介護支援事業者に対する指定介護予防支援事業者の指定（第５

条から第７条まで、第１３条、第１５条及び第３３条関係） 

   地域包括支援センターを運営する事業者だけでなく、指定居宅介護支援

事業者も指定介護予防支援の提供に当たる事業者に指定することができる

ようにするものです。 

○ 重要事項のウェブサイトへの掲載（第２４条関係） 

  原則として、重要事項のウェブサイトへの掲載を義務付けるものです。 

 〇 身体的拘束等の適切な取扱い（第３１条及び第３３条関係） 

利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならないこと、身体的拘束等を行う場合には、その状

況や理由等を記録しなければならないことを義務付けるものです。 

〇 利用者の居宅を訪問する回数の緩和（第３３条関係） 
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   現在、少なくとも３箇月に１回は、利用者の居宅を訪問し利用者の面接を

行うこととなっています。しかし、面接にテレビ電話等を活用することを利

用者が同意し、サービス担当者会議等において関係者の合意を得ている場

合には、３箇月ごとの期間において、少なくとも連続する２期間に１回は、

利用者の居宅を訪問し利用者の面接を行い、居宅を訪問しない期間は、テレ

ビ電話等を活用して面接を行うことができると認めるものです。 

◎ 施行期日等（附則） 

○ 施行期日（第１項） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

○ 経過措置（第２項） 

重要事項のウェブサイトへの掲載については、令和６年４月１日から令和

７年３月３１日までの間は、義務としません。 
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〔議第１０号〕 

美濃加茂市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１１２頁】

◎ 改正の概要 

 ○ 法令改正情報 

公布された法令 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準等の一部を改正する省令（令和６年厚生労働

省令第１６号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準（平成１１年厚生省令第３８号） 

条例改正に影響

する条 

第２条、第３条、第４条、第１３条、第２２条及び第２

９条 

○ 条例改正趣旨

   指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準が改正されたこ

とに伴い、所要の改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

 ○ 従業者の員数（第５条関係） 

指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員の員数の基準を変更す

るものです。 

 〇 身体的拘束等の適切な取扱い（第１６条及び第３２条関係） 

利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならないこと、身体的拘束等を行う場合には、その

状況や理由等を記録しなければならないことを義務付けるものです。 

〇 利用者の居宅を訪問する回数の緩和（第１６条関係） 

   現在、少なくとも１箇月に１回は、利用者の居宅を訪問し利用者の面接

を行うこととなっています。しかし、面接にテレビ電話等を活用すること

を利用者が同意し、サービス担当者会議等において関係者の合意を得てい

る場合には、少なくとも２箇月に１回は、利用者の居宅を訪問し利用者の

面接を行い、居宅を訪問しない月は、テレビ電話等を活用して面接を行う

ことができると認めるものです。 

○ 重要事項のウェブサイトへの掲載（第２５条関係） 

 原則として、重要事項のウェブサイトへの掲載を義務付けるものです。 
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◎ 施行期日等（附則） 

○ 施行期日（第１項） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

○ 経過措置（第２項） 

重要事項のウェブサイトへの掲載については、令和６年４月１日から令

和７年３月３１日までの間は、義務としません。 
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〔議第１１号〕 

   美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１２０頁】 

◎ 改正の概要 

子育て支援策の重点施策として中学生までを対象に行っている医療費助成

について、入院に限り高校生世代までを対象とするため、所要の改正を行うも

のです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 福祉医療費助成対象者の定義改正（第２条関係） 

「乳幼児等」を「子ども」に改め、その他定義規定を改正します。 

〇 医療費助成の拡大（第６条関係） 

高校生等の入院に限り、医療費助成の対象とします。 

〇 受給者証交付申請の除外（第８条関係） 

高校生等については、受給者証の交付は行わず、医療費助成を行います。

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

この条例は、令和６年１０月１日から施行します。 

 〇 経過措置（第２項） 

 改正後の美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例の規定は、令和６年４

月１日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養

の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例によるものとしま

す。 
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〔議第１２号〕 

   美濃加茂市防災会議設置条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１２３頁】 

◎ 改正の概要 

可茂消防事務組合の管内において美濃加茂市を所管する消防署は同組合中

消防署であるため、防災会議の委員の改正を行うものです。また、現状に合わ

せて委員の任期の改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 委員及び任期に関する規定の改正（第３条関係） 

「消防長」を「中消防署長」に改め、委員の任期「２年」を「１年」に改

めます。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 
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〔議第１３号〕 

美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１２４頁】

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

の一部を改正する政令（令和６年政令第２８号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正される法令 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

（昭和３１年政令第３３５号） 

条例改正に影響

する条等 

第２条第２項及び別表 

〇 条例改正趣旨

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたこと

に伴い、損害補償の額の算定の基礎となる補償基礎額について、所要の改

正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 消防作業従事者等の補償基礎額の改定（第５条関係）

   「８，９００円」を「９，１００円」に改めます。

〇 非常勤消防団員等の補償基礎額の改定（別表関係）

 【改正前】

階級

勤務年数

10 年未満 10 年以上

20 年未満

20 年以上

団長及び副団長 12,440 円 13,320 円 14,200 円

分団長及び副分団長 10,670 円 11,550 円 12,440 円

部長、班長及び団員 8,900 円 9,790 円 10,670 円

 【改正後】

階級

勤務年数

10 年未満 10 年以上

20 年未満

20 年以上

団長及び副団長 12,500 円 13,350 円 14,200 円

分団長及び副分団長 10,800 円 11,650 円 12,500 円

部長、班長及び団員 9,100 円 9,950 円 10,800 円
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◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

〇 経過措置（第２項） 

改正後の条例第５条第２項及び別表の規定は、令和６年４月１日以後に

支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償及び同日前に支

給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金等について適用

します。
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〔議第１４号〕 

   美濃加茂市手数料条例等の一部を改正する条例について 

【議案書：１２６頁】 

◎ 改正の概要 

○ 法改正情報 

公布された法令 ○地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を

改正する政令（令和５年政令第３４７号） 

○地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定す

る総務省令で定める金額等を定める省令の一部を改

正する省令（令和５年総務省令第８２号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年３月１日 

改正された法令 ○地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２

年政令第１６号。以下「政令」という。） 

○地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定す

る総務省令で定める金額等を定める省令（平成１２年

自治省令第５号。以下「省令」という。） 

条例改正に影響

する条 

政令本則の表８の項 

省令第１条の２ 

○ 条例改正趣旨 

政令及び省令の改正により事務の追加、一部の証明書の表記の変更及び

手数料の標準額の見直しがなされたことに伴い、所要の改正を行うもので

す。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市手数料条例の一部改正 

 〇 手数料を徴収する事務の追加（別表関係） 

本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍謄本等の交付請求を可能とする広域

交付事務、電子化された届書等情報を用いた閲覧及び交付事務並びに戸籍

及び除籍の電子証明書提供用識別符号の発行事務を新たに追加し、手数料

を定めます。また、手数料の徴収対象とならない方法として、情報提供等記

録開示システム（マイナポータル）を使用する方法等を規定します。 

手数料を徴収する事務名 現行金額 改定後金額 

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍

証明書の交付（本籍地以外での戸籍謄本等

の交付事務の追加） 

４５０円 改定なし 
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戸籍電子証明書提供用識別符号の発行事

務（電子情報処理組織を使用する方法で請

求・発行を行う場合（総務省令で定める）

及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本

又は戸籍証明書と同時に請求する場合は

手数料を徴収しない。） 

（新規追加） ４００円 

除籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍

証明書の交付（本籍地以外での除籍謄本等

の交付事務の追加） 

７５０円 改定なし 

除籍電子証明書提供用識別符号の発行事

務（電子情報処理組織を使用する方法で請

求・発行を行う場合（総務省令で定める）

及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本

又は除籍証明書と同時に請求する場合は

手数料を徴収しない。） 

（新規追加） ７００円 

届出若しくは申請の受理の証明書交付等

（電子化された届書等情報の内容の証明

書の交付事務の追加） 

３５０円等 改定なし 

届書その他市長の受理した書類を閲覧に

供する事務（電子化された届書等情報の内

容を表示したものを閲覧に供する事務の

追加） 

３５０円 改定なし 

第２条 美濃加茂市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正 

〇 手数料に関する規定の改正（附則第３項関係） 

「戸籍記録事項証明書交付手数料」を「戸籍証明書交付手数料」に改めま

す。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和６年３月１日から施行します。 
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〔議第１５号〕 

   美濃加茂市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び美濃加茂

市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

【議案書：１３２頁】 

◎ 改正の概要 

○ 法改正情報 

公布された法令 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９

号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

条例改正に影響

する条 

第２０３条の２ 

○ 条例改正趣旨 

地方自治法の一部を改正する法律が令和５年５月８日に公布され、地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号に規定す

る会計年度任用職員に勤勉手当を支給することができるものとされたこと

に伴い、所要の改正を行うものです。また、地方公営企業法（昭和２７年法

律第２９２号）に規定する給与の種類に合わせて、所要の改正を行うもので

す。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正 

〇 題名の変更 

報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償を総称して報酬等と言い換えるた

め、題名を改正するものです。 

〇 勤勉手当の支給（第１条及び第８条関係） 

条例に規定する報酬等を明確にするため、期末手当及び勤勉手当を追加

し、勤勉手当の支給率等の計算方法を規定します。 

勤勉手当は年間の支給月数である０．９７５月を６月と１２月に同じ月

数ずつ振り分け、それぞれ０．４８７５月とします。 

〇 報酬の規定（第２条関係） 

報酬の額及び種類について規定します。 

○ 期末手当の支給割合の変更（第７条関係） 

   期末手当の年間の支給月数である１．３７５月を６月と１２月に同じ月
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数ずつ振り分け、それぞれ０．６８７５月とします。 

 【参考】期末手当、勤勉手当の支給について  

区 分 
現行 

（R5.4.1時点） 

改正後 

（R6.4.1時点） 

６月 

支給割合 

期末手当 ０．６７５月 ０．６８７５月 

勤勉手当  ０．４８７５月 

１２月 

支給割合 

期末手当 ０．７００月 ０．６８７５月 

勤勉手当  ０．４８７５月 

合 計 
期末手当 １．３７５月 １．３７５０月 

勤勉手当  ０．９７５０月 

第２条 美濃加茂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

〇 給与の種類に関する規定の改正（第２条関係） 

「給料、手当、報酬及び費用弁償」を「給料及び手当」に改め、会計年度

任用職員に対する手当の種類を規定します。 

◎ 施行期日（附則） 

  この条例は、令和６年４月１日から施行します。 
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〔議第１６号〕 

   美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１３８頁】 

◎ 改正の概要 

○ 法改正情報 

公布された法令 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

（令和３年法律第８１号。以下「法」という。） 

条例改正に影響

する施行日 

令和３年９月１８日 

条例改正に影響

する条 

第１０条 

〇 条例改正趣旨 

法の施行により、地方公共団体は、医療的ケア児に対して教育を行う体制

の拡充が図られるよう必要な措置を講じなければならないこととなりまし

た。そこで、市として共通の支援方針を作成し、各学校で医療的支援や緊急

時の対応・報告を行うため、美濃加茂市医療的ケア運営協議会を設置するも

のです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 別表（第１条―第４条関係） ２ 教育委員会の附属機関の改正 

教育委員会の附属機関として、美濃加茂市医療的ケア運営協議会を新た

に加えます。 

所掌事項 学校で実施する医療的ケアに関すること。 

委員の構成 (1)加茂医師会所属の医師   

(2)関係行政機関の職員 

委員の定数 ５人以内 

委員の任期 １年 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項）

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

〇 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正（第２項）

   別表に「美濃加茂市医療的ケア運営協議会」を加えます。 

   ※日額 １６，０００円（職務の時間が２時間以上４時間未満の場合は

８，０００円、２時間未満の場合は４，０００円） 

- 28 -


